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聖籠町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。  

平成２９年３月２７日  

                   聖籠町長 渡邊 廣吉  

聖籠町規則第１５号  

 聖籠町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部を改  

 正する規則  

 聖籠町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則（昭和６２年

聖籠町規則第１０号）の一部を次のように改正する。  

 第１２条中「条例第１０条」を「条例第１２条」に改め、同条を第１

６条とする。  

第１１条中「条例第９条」を「条例第１１条」に改め、同条を第１５

条とする。  

第１０条第２項中「条例第７条第２号」を「条例第９条第２号」に改

め、同条を第１４条とする。  

第９条中「別記様式第９号」を「別記様式第９号の２」に改め、同条

を第１３条とする。  

第８条中「条例第８条第１項」を「条例第１０条第１項」に、「別記

様式第７号又は別記様式第７号の３」を「別記様式第８号又は別記様式

第８号の３」に改め、同条ただし書中「別記様式第８号」を「別記様式

第９号」に改め、同条を第１２条とする。  

第７条の２中「条例第７条第２号」を「条例第９条第２号」に改め、

同条を第１１条の２とする。  

第７条中「別記様式第６号」を「別記様式第７号」に改め、同条を第

１１条とし、同条の前に次の１条を加える。  

（助成の停止の通知）  

第１０条 条例第８条の助成停止通知書の様式は、重度心身障害者医療

費助成停止通知書（別記様式第６号様式）によるものとする。  

 第６条中「条例第６条」を「条例第７条」に改め、同条を第９条とす

る。  
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第５条第１項中「受給資格者が受給者証の更新を希望するとき」を「条

例第６条の規定による更新」に改め、「条例第３条第３号」を「条例第

３条第１項第３号」に改め、「組合員証」の次に「及び条例第３条に規

定する所得の内容を確認できる書類」を加え、同条第２項中「第２条第

２項」を「第５条第２項」に改め、同条を第８条とする。  

第４条を第７条とし、第３条を第６条とする。  

第２条第１項中「条例第３条第３号」を「条例第３条第１項第３号」

に改め、「組合員証」の次に「及び条例第３条に規定する所得の内容を

確認できる書類」を加え、同条を第５条とする。  

第１条の次に次の３条を加える。  

（所得制限額）  

第２条 条例第３条第２項第１号の規則で定める額は、所得税法（昭和

４０年法律第３３号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以下

「扶養親族等」という。）の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当

等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０７号。以下「施

行令」という。）第７条に定める額とする。  

２ 条例第３条第２項第２号の規則で定める額は、扶養親族等の有無及

び数に応じて、施行令第２条第２項に定める額とする。  

（所得の範囲）  

第３条 条例第３条第２項各号に規定する所得の範囲は、施行令第４条

に定めるところによる。  

（所得の額の計算方法）  

第４条 条例第３条第２項第１号に規定する所得の額の計算方法は、施

行令第８条第３項に定めるところによる。  

２ 条例第３条第２項第２号に規定する所得の額の計算方法は、施行令

第８条第４項に定めるところによる。  

別表中「第７条の２」を「第１１条の２」に改める。  

 別記様式第１号中「別記様式第１号（第２条関係）」を「別記様式第

１号（第５条関係）」に改める。  

別記様式第２号中「別記様式第２号（第２条関係）」を「別記様式第
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２号（第５条関係）」に改める。  

別記様式第３号中「別記様式第３号（第３条関係）」を「別記様式第

３号（第６条関係）」に改める。  

別記様式第４号中「別記様式第４号（第３条関係）」を「別記様式第

４号（第６条関係）」に改める。  

別記様式第５号中「別記様式第５号（第６条関係）」を「別記様式第

５号（第９条関係）」に改める。  

別記様式第９号中「別記様式第９号（第９条関係）」を「別記様式第

９号の２（第１３条関係）」に改める。  

別記様式第８号中「別記様式第８号（第８条関係）」を「別記様式第

９号（第１２条関係）」に改める。  

 別記様式第７号の３中「別記様式第７号の３（第８条関係）」を「別

記様式第８号の３（第１２条関係）」に改める。  

 別記様式第７号中「別記様式第７号（第８条関係）」を「別記様式第

８号（第１２条関係）」に改める。  

 別記様式第６号中「別記様式第６号（第７条関係）」を「別記様式第

７号（第１１条関係）」に改め、同様式の前に次の様式を加える。  
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 別記様式第１１号中「別記様式第１１号（第１１条関係）」を「別記

様式第１１号（第１５条関係）」に改める。  

 別記様式第１２号中「別記様式第１２号（第１１条関係）」を「別記

様式第１２号（第１５条関係）」に改める。  

 別記様式第１３号中「別記様式第１３号（第１２条関係）」を「別記

様式第１３号（第１６条関係）」に改める。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間

が終わるまでの間、この規則による改正後の聖籠町重度心身障害者医

療費助成に関する条例施行規則による受給者証とみなす。  


